
別記様式第8号（別記１の第６の１，別記２の第５，別記３の第５，別記４の第６，別記５の第６，別記９の第６の１の（１）関係）

１　被害防止計画の作成数，特徴等
　被害防止計画は県内43市町村のうち，42市町村が作成済みである。
　対象鳥獣は，それぞれの市町村の状況に応じて設定されており，獣類ではイノシシ・シカ・サル・タヌキ・アナグマ等，鳥類では，カラス・ヒヨドリ等が多い。

２　事業効果の発現状況
　令和６年度の農作物被害は，前年度よりヒヨドリの被害が大幅に増加したことにより，約２４２百万円増の約５４０百万円となった。

　推進事業，整備事業，緊急捕獲活動支援事業を活用し，被害を減らすための対策に取り組んでいる。

　また，整備事業では，電気柵等の整備により「侵入を防止する」対策が進められている。

３　被害防止計画の目標達成状況

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

（協議会名） 現状値 目標値 実績値 達成率 現状値 目標値 実績値 達成率

有害捕獲
被害防除

狩猟免許取得事前講習会受講料助成  14人
箱わな(大) 1基
箱わな(中) 3基
箱わな(小) 1基
箱わな(大型メッシュ仕様) 2基
箱わな(小動物用) 5基
プレート　12枚
事務用品
デジタルテスター　5個

霧島市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
ワイヤーメッシュ柵　7地区　13,272m
電気柵(2段)　       8地区　16,489m
電気柵(4段)　       6地区　13,769m

霧島市鳥獣被害防止対策協議会 100%

緊急捕獲

イノシシ　　  1,167頭
イノシシ(幼) 　 105頭
シカ　　　　　　978頭
シカ(幼)　　　　 11頭
サル　　　　　　 15頭
サル(幼)　　　　  2頭
タヌキ          110頭
アナグマ        486頭
カラス           12羽

－ 100%

有害捕獲

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　13人
箱わな(大) 3基
箱わな(中) 1基
箱わな(小) 2基
箱わな(サル用) 3基
箱わな(踏板式) 4基
プレート　13枚
事務用品

霧島市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
ワイヤーメッシュ柵　5地区　10,791m
電気柵(4段)　       2地区　 3,048m
複合柵　　 　       1地区　 1,240m

霧島市鳥獣被害防止対策協議会 100%

緊急捕獲

イノシシ　　  1,497頭
イノシシ(幼) 　 157頭
シカ　　　　　　893頭
シカ(幼)　　　　 14頭
サル　　　　　　 16頭
サル(幼)　　　　  7頭
タヌキ          144頭
アナグマ        482頭
カラス           22羽

－ 100%

有害捕獲
生息環境管理

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　18人
箱わな(大) 1基
箱わな(中) 5基
箱わな(サル用) 3基
プレート　9枚
事務用品
サル生態調査

霧島市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
ワイヤーメッシュ柵　8地区　12,762m
電気柵(2段)　       4地区　 7,320m
電気柵(4段)　       6地区　10,365m

霧島市鳥獣被害防止対策協議会 100%

緊急捕獲

イノシシ　　  2,819頭
イノシシ(幼) 　 179頭
シカ　　　　　1,625頭
シカ(幼)　　　　 14頭
サル　　　　　　 12頭
サル(幼)　　　　 13頭
タヌキ          319頭
アナグマ        816頭
カラス           23羽

－ 100%

有害捕獲
狩猟免許取得事前講習会受講料助成  6人
箱わな(サル用) 1基

湧水町有害捕獲対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 ワイヤーメッシュ柵　1地区　420m 高原地区 100%

緊急捕獲

イノシシ　　    371頭
イノシシ(幼) 　  42頭
シカ　　　　　　796頭
シカ(幼)　　　　  1頭
サル　　　　　　  3頭
タヌキ          113頭
アナグマ        174頭

－ 100%

有害捕獲
狩猟免許取得事前講習会受講料助成　8人
箱わな(小) 1基

湧水町有害捕獲対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
電気柵(2段)　       1地区　 1,800m
電気柵(5段)　       1地区　 2,850m
電気柵シート　　　　1地区　 2,850m

米永地区
三反田地区

100%

緊急捕獲

イノシシ　　    388頭
イノシシ(幼) 　  55頭
シカ　　　　　　938頭
タヌキ          131頭
アナグマ        187頭

－ 100%

有害捕獲
狩猟免許取得事前講習会受講料助成　8人
箱わな(中) 5基
暗視カメラ　1基

湧水町有害捕獲対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設

電気柵(2段)　       3地区　 4,890m
電気柵(4段)　       1地区　   430m
電気柵(5段)　       1地区　   720m
電気柵シート　　　　1地区　 1,600m

米永猿喰地区
幸田論ヶ迫・山口地区
幸田大王・石橋地区
幸田樋掛地区

100%

緊急捕獲

イノシシ　　    383頭
イノシシ(幼) 　  95頭
シカ　　　　　  845頭
サル　　　　　　  6頭
タヌキ          126頭
アナグマ        173頭
カラス           36羽

－ 100%

イノシシ    6,239
シカ        2,798
サル          120
タヌキ         11
アナグマ       91
カラス        563
ヒヨドリ       33
スズメ         13
合計        9,868

イノシシ    4,367
シカ        1,959
サル           84
タヌキ          8
アナグマ       64
カラス        394
ヒヨドリ       23
スズメ          9
合計        6,908

イノシシ    4,744
シカ        1,767
サル          947
タヌキ          5
アナグマ       96
カラス        444
ヒヨドリ      678
スズメ         19
合計        8,700

イノシシ　　   80%
シカ　　　    123%
サル　  　△2,297%
タヌキ        200%
アナグマ　 　△19%
カラス　 　　  70%
ヒヨドリ　△6,450%
スズメ　　　△150%
合計　　 　　  39%

イノシシ      5.66
シカ          3.20
サル          0.08
タヌキ        0.00
アナグマ      0.04
カラス        0.12
ヒヨドリ      0.02
スズメ        0.01
合計          9.13

イノシシ      3.96
シカ          2.24
サル          0.06
タヌキ        0.00
アナグマ      0.03
カラス        0.08
ヒヨドリ      0.01
スズメ        0.01
合計          6.39

イノシシ      4.11
シカ         1.72

サル          0.23
タヌキ        0.00
アナグマ      0.05
カラス        0.06
ヒヨドリ      0.22
スズメ        0.02
合計          6.41

鳥獣被害防止総合支援事業，鳥獣被害防止都道府県活動支援事業（都道府県広域捕獲活動支援事業），鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の評価報告（令和６年度報告）

事業実施主体名 対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

都道府県の評価

　推進事業では，被害防止対策研修会の開催やICT機器，捕獲機器の整備，狩猟免取得者の確保，緊急捕獲活動支援事業では，有害鳥獣の捕獲活動経費の支援等により「（鳥獣を）寄せ付けない」「個体数を減らす」対策が進められている。

「寄せ付けない」「侵入を防止する」「個体数を減らす」という３つの取組を柱に被害防止対策を推進しているが，全県的なヒヨドリによる被害や侵入防止柵等の設置ができていない地域での被害の増加により，目標の達成に至らない市町村もある。

鹿児島県

イノシシ　 　  91%
シカ　　　    154%
サル　　  　△750%
タヌキ          0%
アナグマ　　△100%
カラス  　　 0.04%
ヒヨドリ　△2,000%
スズメ　　　　  0%
合計　　     　99%

　侵入防止柵の整備や有害鳥獣捕獲
により，被害面積の達成率には寄与
できている。しかし，野生動物の居
住環境の変化等で生息範囲が拡大し
ており，被害金額の減少は思うよう
に進んでいない。
　今後も侵入防止柵や有害鳥獣捕獲
の取組を進めていくことと同時に放
任果樹の伐採等の鳥獣を寄せ付けな
い取組も求められる。

　被害減が捕獲数の増加に伴ってい
ないので，捕獲努力は今のままで継
続し被害防除に活きるような事業に
取り組まれるとより良くなると思わ
れる。また，捕獲手法の見直しや報
奨金の出し方を工夫することでより
良い捕獲活動につながると思われ
る。
　整備事業未実施の地域に関しては
講習会等を通じて知る機会を増やす
ことも重要と考える。
（合同会社　南九州野生動物保護管
理センター　浅井　隆之氏）

　イノシシ，シカの捕獲，侵入防止
柵の設置に取り組んでいるが，生息
数が多いことから，被害金額・面積
ともに軽減されていない。
　引き続き，捕獲や侵入防止柵の設
置と適正な管理を行うとともに，鳥
獣を「寄せ付けない」ための集落ぐ
るみでの被害防止対策の総合的な取
組が必要である。

事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価 第三者の意見被害金額 被害面積

イノシシ
シカ
サル
タヌキ
アナグマ
アライグ
マ
ノウサギ
カラス
ヒヨドリ
スズメ

R3

　イノシシ，シカ，サルによる水稲
や飼料作物等の被害が多発していた
ことから，緊急捕獲活動支援事業を
活用し，山中において捕獲隊が有害
捕獲を行うとともに侵入防止柵を設
置。鳥獣出没地や侵入防止柵周辺に
箱わなを設置し，捕獲数の増加に努
めた。また，令和５年度から年間を
通しての鳥獣被害に対応するため，
狩猟期間以外にも捕獲指示を出し，
有害鳥獣の捕獲を実施。さらに，令
和４年度から福山地区でのサル被害
が急増してきたことから，サルの有
効な対策の基礎資料とするため，行
動範囲等を分析するサル生態調査を
実施。
　これらの取組により，有害捕獲頭
数は令和４年度比イノシシで1,726頭
増加，シカで650頭増加，サルで8頭
増加。

R5 R4

R6 R5

湧水町有害捕獲
対策協議会（湧
水町）

湧水町
全域

R4

イノシシ
シカ
サル
カラス
ドバト
ヒヨドリ
スズメ
ノウサギ
タヌキ
アナグマ
カワウ

R3

　推進事業による箱罠の整備や狩猟
免許受講料助成等推進体制の強化，
整備事業による電気柵，ワイヤー
メッシュ柵の整備など，被害拡大防
止に取り組んでいる。また，緊急捕
獲活動支援事業により猟友会の捕獲
意欲を向上させ，捕獲頭数は増加傾
向にあるが，町内全域において，農
作物への被害が増加している。特に
イノシシにおいてはこれまで被害が
なかったところへの被害が拡大して
いる。

霧島市鳥獣被害
防止対策協議会
（霧島市）

　新規に被害が認められた地域を中
心に整備事業を進めるとともに講習
会などを通じて普及啓発活動を行う
のが良いと感じた。
　人的資源が乏しくなる中で地域ぐ
るみで鳥獣被害被害防止を進めるた
めに専門家の力を借りつつ地域住民
が主体となって集落点検や被害防止
についての話し合いを行えるような
場や仕組みづくりができると良い。
（合同会社　南九州野生動物保護管
理センター　浅井　隆之氏）

　イノシシ，シカの捕獲，侵入防止
柵の設置に取り組んでいるが，生息
数が多いことから，被害金額・面積
ともに軽減されていない。
　引き続き，捕獲や侵入防止柵の設
置と適正な管理を行うとともに，鳥
獣を「寄せ付けない」ための集落ぐ
るみでの被害防止対策の総合的な取
組が必要である。

R5 R4

R6 R5

イノシシ      200
シカ        9,328
サル        2,034
カラス         62
タヌキ        181
アナグマ      229
合計       12,034

イノシシ      180
シカ        8,396
サル        1,831
カラス         56
タヌキ        163
アナグマ      206
合計       10,832

イノシシ    5,878
シカ        7,532
サル        2,025
カラス          2
タヌキ        134
アナグマ      289
合計       15,860

イノシシ △28,390%
シカ　　　    193%
サル　  　      4%
カラス　  　1,000%
タヌキ        261%
アナグマ　  △261%
合計　　　　△318%

イノシシ      0.20
シカ         25.46
サル          1.86
カラス        0.13
タヌキ        0.12
アナグマ      0.17
合計         27.94

イノシシ      0.18
シカ         22.92
サル          1.68
カラス        0.12
タヌキ        0.11
アナグマ      0.15
合計         25.16

イノシシ      4.95
シカ         20.10
サル          1.50
カラス        0.02
タヌキ        0.13
アナグマ      0.16
合計         26.86

イノシシ △23,750%
シカ　　　    211%
サル　  　    200%
カラス　  　1,100%
タヌキ      △100%
アナグマ　 　  50%
合計　　 　　  39%

　捕獲頭数は増加傾向にあるが，猟
友会員の高齢化や，日中の気温上昇
により捕獲頭数の減少が懸念され
る。鳥獣の個体数は増加傾向にある
ことから，農作物への被害が懸念さ
れる。
　生産者の生産意欲を損なわないた
めにも，被害防止を全体で取り組む
ことにより，被害の拡大を抑えられ
ると考える。そのためには，事業の
周知拡大や，講習会等を実施し，被
害防止に努める必要があると考え
る。また，既に侵入防止柵を整備し
た地区等は，適正に管理し，被害防
止に努める必要がある。

霧島市
全域

R4



（協議会名） 現状値 目標値 実績値 達成率 現状値 目標値 実績値 達成率

事業実施主体名 対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

都道府県の評価事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価 第三者の意見被害金額 被害面積

有害捕獲 くくりわな　70基 中種子町鳥獣被害対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
電気柵（5段)   8地区　29,536m
金網柵　　     1地区　 3,146m

中種子町鳥獣被害対策協議会 100%

緊急捕獲
シカ　　　　　  900頭
カラス　         15羽

－ 100%

有害捕獲 くくりわな 123基 中種子町鳥獣被害対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
電気柵（5段)   2地区　4,501m
金網柵　　 　  1地区　2,383m

中種子町鳥獣被害対策協議会 100%

緊急捕獲
シカ　　　　　  723頭
カラス　         30羽

－ 100%

有害捕獲
被害防除

くくりわな　60基
追払い活動報償費
事務用品

中種子町鳥獣被害対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 電気柵（5段)  1地区　4,147m 中種子町鳥獣被害対策協議会 100%

緊急捕獲
シカ　　　　　  490頭
カラス　         38羽

－ 100%

有害捕獲
被害防除

狩猟免許(初心者)講習会助成　2名
カラス捕獲小屋　1基
講習会の開催　1回

奄美市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
金網柵　　 　2地区　5,920m
電気柵　　　 1地区　　505m

小宿地区侵入防止柵管理組合
古見方地区侵入防止柵管理組合
住用地区侵入防止柵管理組合

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　343頭
カラス　          3羽

－ 100%

有害捕獲
被害防除
ジビエ等の利用拡大
に向けた地域の取組
（販売拡大支援）

狩猟免許(初心者)講習会助成　2名
箱わな　10基
アニマルセンサー　10台
研修会の開催　1回
先進地研修参加　1名

奄美市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　　 　2地区　3,460m
下方地区侵入防止柵管理組合
住用地区侵入防止柵管理組合

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　170頭
イノシシ(幼)  　 26頭

－ 100%

有害捕獲
被害防除

箱わな　2基
アニマルセンサー　2台
イノシシ捕獲網　2本
耐切創手袋　2組
研修会参加　1名

奄美市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　　 　2地区　2,780m
下方地区侵入防止柵管理組合
古見方地区侵入防止柵管理組合

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　343頭
イノシシ(幼)  　 33頭
カラス            7羽

－ 100%

有害捕獲
被害防除

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　14人
センサーカメラ　5台
対策研修用DVD　 1セット

鹿児島鳥獣被害防止対策協議会 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　1,250頭
イノシシ(幼)  　   36頭
シカ      　      266頭
タヌキ            108頭
アナグマ          460頭
カラス　　        409羽
ヒヨドリ　        100羽

－ 100%

有害捕獲
ICT等新技術実証

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　5人
箱わな(大）　10基
センサー式自動捕獲システム　10基
センサーカメラ　3台

鹿児島鳥獣被害防止対策協議会 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　1,299頭
イノシシ(幼)  　　 64頭
シカ      　 　   264頭
シカ(幼)   　       1頭
タヌキ       　   114頭
アナグマ    　    528頭
カラス　   　   　178羽
ヒヨドリ　  　    100羽

－ 100%

有害捕獲
被害防除
ICT等新技術実証

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　4人
箱わな(大）  　11基
センサー式自動捕獲システム 11基
センサーカメラ　5台
カメラスタンド　5台
被害対策研修会　2回
捕獲通知機器　　1式

鹿児島鳥獣被害防止対策協議 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　1,634頭
イノシシ(幼)       86頭
シカ　　　      　320頭
タヌキ   　　　　 100頭
アナグマ 　　　　 425頭
カラス　　        118羽
ヒヨドリ　　 　   210羽

－ 100%

カラス       244%
ヒヨドリ △2,563%
ネズミ        22%
イノシシ     128% 
合計       △160%

カラス       0.92
ヒヨドリ     1.29
ネズミ       0.93
イノシシ     7.88
合計        11.02

シカ          618
カラス        330 
合計          948

シカ　 　  　280%
カラス       214% 
合計         267%

シカ         3.84
カラス       0.35
合計         4.19

シカ         2.68
カラス       0.24
合計         2.92

シカ         0.43
カラス       0.43
合計         0.86

カラス       0.10
ヒヨドリ    12.26
ネズミ       1.03
イノシシ     5.40
合計        18.79

再評価

鹿児島市鳥獣被
害防止対策協議
会

鹿児島
市全域

R3

イノシシ
シカ
アナグマ
タヌキ
ヒヨドリ
カラス

シカ        3,836
カラス        928 
合計        4,764

シカ        2,685
カラス        649 
合計        3,334R5

R6

R4

　令和４年度にカラス捕獲小屋１
基，令和５年度には箱わな10基，ア
ニマルセンサー10台，令和６年度に
は箱わな２基，アニマルセンサー２
台，イノシシ捕獲網２本を購入し，
捕獲効率の向上を図った。侵入防止
柵について令和４年度に金網柵
5,920m，電気柵505ｍ，令和５年度に
は金網柵3,460m，令和６年度には金
網柵2,780mを導入し農作物の被害軽
減を図った。また，実施隊と連携
し，被害状況等を踏まえて適宜緊急
捕獲を実施した。
　侵入防止柵を整備した農地につい
ては被害が軽減されたが，未だ継続
的に被害報告を受けているため，引
き続き「寄せ付けない」，「侵入さ
せない」，「個体数を減らす」ため
の各種被害防止策に取り組む必要が
ある。

カラス      1,053
ヒヨドリ    1,106
ネズミ      1,070
イノシシ    7,075 
合計       10,305

カラス        737
ヒヨドリ      774
ネズミ        749
イノシシ    4,953 
合計        7,213

イノシシ       56%
アナグマ　     68%
シカ        △255%
タヌキ        200%
カラス         72%
ヒヨドリ    △558%
合計          △4%

R5

R6

カラス        282
ヒヨドリ    9,616
ネズミ      1,000
イノシシ    4,357 
合計       15,255

カラス       0.64
ヒヨドリ     0.90
ネズミ       0.65
イノシシ     5.52
合計         7.71

カラス       293%
ヒヨドリ △2,813%
ネズミ    △35.7%
イノシシ     105% 
合計       △236%

　本事業の実施により，主にイノシ
シ，カラスの被害対策につなげてい
るところである。引き続き被害防止
計画に基づいた緊急捕獲等を実施隊
と連携して取り組んでいく。
　また，令和６年度の被害の特徴と
してヒヨドリによる影響が大きかっ
た。ヒヨドリの被害対策について，
農家との情報共有等が重要と考えて
いる。

イノシシ　   5.20
アナグマ     0.90
シカ         0.50
タヌキ       0.40 
カラス       1.00 
ヒヨドリ     0.60
合計         8.60

　被害金額・面積ともに大きく減少
傾向にあり，防除柵の設置とくくり
わな導入による捕獲対策の成果が着
実に現れている。カラスについても
被害金額は減少しており，集落環境
への副次的な効果の結果と考えられ
る。今後も，残渣の適正処理などの
集落環境整備によりシカ，カラスの
被害対策につながる作業を進めてい
く必要がある。
　種子島島内において，シカ分布地
域の南進を止め，種子島全域の個体
数増加や被害を抑えるために非常に
重要な地域であり，十分な捕獲と防
除対策を進めていく必要がある。
　電気柵はここ数年の対策内容を見
ても，総延長距離は順調に伸びてき
ており，管理が重要となる局面であ
る。特に設置して２年目，３年目の
電気柵については，電圧低下や柵の
ゆるみ，ポールの破損などにより，
シカに潜られる行動を誘引し侵入さ
れることが多くなる。集落環境整備
の一環として，地域の受益者による
管理が重要になるため，情報の共有
と十分な説明と普及啓発を行ってい
く必要がある。
（株式会社　九州自然環境研究所　
塩谷　克典氏）

　中種子町の農作物被害は，シカの
被害が主である。シカについては，
捕獲を中心とした被害対策と侵入防
止柵の設置により，被害面積及び被
害額は減少しており，事業の効果は
得られている。
　今後は，整備した侵入防止柵の適
正な管理を行う必要がある。また，
捕獲従事者の高齢化等を踏まえ，捕
獲者の負担を減らす取組も必要とな
ると考えられる。
　なお，鳥獣被害対策の基本となる
「寄せ付けない」「侵入を防止す
る」「個体数を減らす」などの取組
は，今後も継続していく必要があ
る。

  鳥獣被害対策事業において，推進
事業及び緊急捕獲活動支援事業は着
実に実績を上げている。しかし，イ
ノシシなどによる被害は高止まりの
状態が続いており，被害の爆発的な
増加は抑えられているものの，根本
的な解決には至っていない。
   一方，整備事業は市単独で進めら
れており，捕獲圧との相乗効果に
よって被害の深刻化を防ぐ一定の成
果を上げている。この成果は，整備
事業が適切に機能していることの表
れと考えられる。
   特に，多くの都市部や都市近郊地
域が複雑な環境構造を持つため，今
後の捕獲活動は一層困難になること
が予想される。都市型の鳥獣被害問
題は依然として大きな課題である
が，幸いにも市民や警察を含む連絡
体制は既に構築されている。今後は
この連携体制を最大限に活用し，市
民の理解を深め，捕獲活動への支援
を強化していく必要がある。
   また，緩衝帯からの直接的な被害
発生が増加する可能性が高いため，
緩衝帯の整備は引き続き重要な課題
であり，継続して推進していく必要
がある。捕獲者の育成に関しては，
最新の捕獲技術や捕獲実態に関する
情報を積極的に収集し，普及啓発活
動と並行して進めていくことが不可
欠である。集落環境整備について
は，農村部とは異なる都市型集落の
特性を踏まえる必要がある。現状説
明を通じて意識の共有を図り，協働
作業を促進するための集落共同体意
識の再構築を積極的に実施していく
ことが求められる。
（株式会社　九州自然環境研究所　
塩谷　克典氏）

　緊急捕獲活動支援事業の活用によ
り，イノシシやシカの捕獲頭数は増
加している一方で，被害金額全体は
増加傾向にある。目標を達成するた
めには，地域ぐるみで鳥獣の捕獲，
侵入防止対策，生息環境管理の徹底
を推進するとともに，捕獲従事者の
高齢化に対応するため，ＩＣＴ等の
新技術を活用した効率的な被害対策
の推進が必要である。

　推進事業で導入した箱わなに設置
し，センサーで落とし戸が落下する
機材の導入によって成獣の捕獲率が
上がり捕獲効率の上昇が見られてい
る。整備事業で導入した金網柵は，
設置効果が得られているが，いずれ
もイノシシを対象としている。令和
７年度からはアマミノクロウサギも
対象とした柵への転換が始まってお
り，今後も両種に対応した柵の導入
の推進が求められる。
　カラスは更新した大型捕獲檻での
実績があがっていた。一方，地域に
よっては引き続き被害報告があるた
め，個別の対応も必要である。令６
年度はヒヨドリによる被害によって
全体の被害額も大幅に増加してい
る。被害の内訳を把握し，状況に応
じて防鳥網や果実を覆う等の被害対
策の普及も必要である。
（一般財団法人　鹿児島県環境技術
協会　稲留　陽尉氏）

　カラス及びイノシシによる被害に
ついて，カラス捕獲小屋や箱わな，
侵入防止柵の設置等により，被害金
額・面積ともに達成状況判定基準の
70％を大幅に上回っている。柵未設
置の地域では，被害が継続している
ため，引き続き被害防止対策を行う
必要がある。
　ヒヨドリによる被害について，令
和６年度は奄美群島全域で被害が深
刻化し，奄美市も例年と比較する
と，被害金額・面積ともに大幅に増
加し，達成率は低調となっている。
また，ネズミによる被害についても
被害金額・面積ともに達成率は低調
となっており，引き続き，被害防止
対策を行う必要がある。

シカ　   　　294%
カラス      △73% 
合計         262%

　令和２年には，いも類の被害が顕
著であったが，基腐病の拡大により
栽培面積が566.1haから300.6haにお
およそ半減し，いも類の被害が減少
した。令和６年には，令和２年で被
害が少なかった工芸作物であるさと
うきびのシカ，カラスによる被害が
拡大している。こうした状況の中，
整備事業を行うことで侵入防止柵を
設置し，中種子町猟友会の捕獲活動
により被害は著しく減少した。さら
に，シカの捕獲数は年々減少してい
ることから，個体数の減少が被害削
減に寄与していると考えられる。
　今後も，農家等に被害対策の広報
を行い，猟友会と連携して捕獲活動
を推進し，被害対策に努めていく。

R3

　市内全域で，イノシシ，アナグマ
等による水稲やサツマイモ等の野菜
類の被害やカラス，ヒヨドリ等によ
る桜島小みかん等の果実類に被害が
多発していたことから，緊急捕獲活
動支援事業を活用し山中において猟
友会が有害捕獲を行った。また推進
事業を活用し，大型獣用箱罠や自動
捕獲システム，捕獲通知機器の導入
などにより，捕獲活動の強化を図っ
た。これらの取組により，鹿児島市
におけるイノシシ等の有害捕獲捕獲
頭数は増加している。

イノシシ　　 9,096
アナグマ　　 2,241
シカ           770
タヌキ         814
カラス       1,968
ヒヨドリ     1,460
合計        16,349

イノシシ　　 6,367
アナグマ　　 1,569
シカ           539
タヌキ         570
カラス       1,378
ヒヨドリ     1,022
合計        11,445

イノシシ     8,328
アナグマ　   1,974
シカ         1,526
タヌキ         512
カラス       1,808
ヒヨドリ     4,874
合計        19,022

イノシシ　     28%
アナグマ　     40%
シカ        △327%
タヌキ        124%
カラス         27%
ヒヨドリ    △779%
合計         △55%

イノシシ　   7.45
アナグマ     1.34
シカ         0.72
タヌキ       0.52 
カラス       1.46 
ヒヨドリ     0.91
合計        12.40

R4
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　被害が一番大きかったイノシシに
ついては，緊急捕獲活動支援事業の
活用や推進事業による大型獣用箱罠
の導入などにより捕獲活動を強化し
たことで，捕獲頭数も増加し被害額
も基準年より減少していることから
一定の効果があったものと考えてい
る。しかし，イノシシをはじめ野生
鳥獣が市街地にまで出没するケース
が増加していることから生息数を抑
えることができていないと推察され
る。継続して有害捕獲を実施してい
くが，捕獲を担う猟友会員も高齢化
していることから，労力軽減や捕獲
効率の向上を図っていく必要がある
と考えている。

イノシシ　   6.18
アナグマ     1.04
シカ         1.28
タヌキ       0.28 
カラス       1.13 
ヒヨドリ     2.64
合計        12.55

R4

R5

R5

R6

中種子町鳥獣被
害対策協議会

中種子
町全域

R4

シカ
カラス

R4

　シカ，カラスによるいも類，工芸
作物等の被害が多発しており，侵入
防止柵(電気柵)を設置し，農作物の
被害防止対策を実施した。また，緊
急捕獲活動支援事業を通じて従事者
に捕獲活動をお願いした結果，過去
３年間でシカは2,000頭を超える捕獲
頭数となった。
　令和６年度は，令和４年度の捕獲
頭数と比べておおよそ半減したが，
これまでの個体数管理の成果が現在
の被害減少に繋がっていると考えら
れる。今後の展望として，個体数を
増加させないために現状の維持に努
めるとともに，地元猟友会の強化を
図る必要がある。

R5

R6

奄美市鳥獣被害
防止対策協議会
（奄美市）

奄美市
全域

R4

カラス
ヒヨドリ
ネズミ
イノシシ



（協議会名） 現状値 目標値 実績値 達成率 現状値 目標値 実績値 達成率

事業実施主体名 対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

都道府県の評価事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価 第三者の意見被害金額 被害面積

有害捕獲 狩猟免許取得事前講習会受講料助成  9人 日置市有害鳥獣緊急捕獲対策協議会 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　633頭
イノシシ(幼） 　 36頭
シカ          　392頭
シカ(幼）       　1頭
アナグマ　      444頭
タヌキ　         49頭
サル　            1頭
カラス　         39羽

－ 100%

有害捕獲
ICT等新技術実証

狩猟免許取得事前講習会受講料助成  5人
有害鳥獣捕獲用わな標識　417枚　
ICT実証実験

日置市有害鳥獣緊急捕獲対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 ワイヤーメッシュ柵　1地区　569m 竹之山地区 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　660頭
イノシシ(幼)　　 66頭
シカ　　    　  316頭
シカ(幼）　　　 　2頭
タヌキ　　　　　 23頭
アナグマ　　　　485頭
カラス　　　　　 44羽

－ 100%

有害捕獲
ジビエ等の利用拡大
に向けた地域の取組

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　6人
箱わな(大)　3基
電動印字プリンター
フードプロセッサー
研修費(旅費，宿泊費,会場借料,講師謝金,新商
品開発費）

日置市有害鳥獣緊急捕獲対策協議会 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　736頭
イノシシ(幼)     74頭
シカ(成）　　　 297頭
シカ(幼)    　　　3頭
アナグマ　      540頭
タヌキ           58頭
カラス　　　　　 53羽

－

100%

有害捕獲
ICTの活用による情
報管理の効率化

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　9人
箱わな(大)  12基
箱わな(中)  10基
箱わな(小)　10基
くくりわな　15基
計量ラベルプリンター　一式

南さつま市鳥獣被害防止対策協議会
めんどり

100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　978頭
イノシシ(幼)　　 74頭
タヌキ　　　     50頭
アナグマ　      432頭
カラス　　　　　 62羽

－ 100%

有害捕獲

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　4人
箱わな(大)　10基
箱わな(中)  10基
箱わな(小)　12基
くくりわな　16基
発信機・受信機用(箱わな用)　10ｾｯﾄ
電気止刺し器   5基

南さつま市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 ワイヤーメッシュ柵　1地区　L=4,750ｍ 大浦町大木場ほ場整備地区水利組合 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　1,256頭
イノシシ(幼) 　　 154頭
タヌキ　 　　　    49頭
アナグマ　 　     587頭

－ 100%

有害捕獲

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　12人
箱わな(大)   10基
箱わな(小)　 10基
くくりわな　 19基
電気止刺し器  1基
鳥害対策機器  1基

南さつま市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
処理加工施設

ワイヤーメッシュ柵　1地区　4,000ｍ
金属探知機　1基

加世田相星地区基盤整備組合
めんどり

100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　1,385頭
イノシシ(幼)      217頭
タヌキ　　　　     47頭
アナグマ　 　     535頭

－ 100%

有害捕獲
狩猟免許取得事前講習会受講料助成  5人
箱わな(小) 10基
大型箱わな材料費　1基分

南九州市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 電気柵(3段)　1地区　2,108m 峯苫地区電気柵管理組合 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　435頭
(捕獲頭数にの増加に応じた加算 うち46頭）
イノシシ(幼) 　　26頭
シカ　　　　　　 １頭
タヌキ           95頭
アナグマ        370頭
カラス           14羽

－ 100%

有害捕獲

狩猟免許取得事前講習会受講料助成　4人
箱わな(大) 25基
電気止刺し器 18本
大型箱わな材料費　1基分

南九州市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 電気柵(3段)　1地区　690m 永里中福良電気柵組合 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　386頭
イノシシ(幼) 　　55頭
シカ　　　　　　　1頭
タヌキ 　　　    99頭
アナグマ 　　　 486頭
カラス            9羽

－ 100%

有害捕獲
狩猟免許取得事前講習会受講料助成　5人
箱わな用標識　150枚
小型箱わな材料費　1基分

南九州市鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 電気柵(2段)　1地区　1,130m 宝正寺水利組合 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　440頭
イノシシ(幼)     74頭
シカ              5頭
タヌキ           96頭
アナグマ        468頭
カラス            7羽

－ 100%

　推進事業での新規狩猟免許事前講
習会助成や捕獲機材の貸付で，令和
６年度は緊急捕獲活動支援事業を担
う猟友会会員が増加し，有害鳥獣の
捕獲頭数も増加した。市単事業での
電気柵設置，整備事業によるワイ
ヤーメッシュ柵整備などで，イノシ
シなどの農作物被害の軽減効果が出
てくると思われる。

イノシシ　 　  16%
アナグマ 　　 114%
ヒヨドリ 　　 212%
合計  　 　  　68%

再評価

南九州市鳥獣被
害防止対策協議
会

南九州
市全域

再評価

日置市有害鳥獣
緊急捕獲対策協
議会

日置市
全域

R3

イノシシ
シカ
サル
アナグマ
タヌキ
ノウサギ
ヒヨドリ
カラス
スズメ
ドバト

再評価

南さつま市鳥獣
被害防止対策協
議会

南さつま
市全域

R3

イノシシ
シカ
タヌキ
アナグマ
ノウサギ
ニホンザ
ル
カラス
ヒヨドリ
スズメ
ドバト
カモ

R4

R5

R4

R3

イノシシ
シカ
サル
アナグマ
タヌキ
ノウサギ
ヒヨドリ
カラス
スズメ
カモ
ドバト
カワウ

R5

イノシシ　 　1,075
アナグマ　 　　138
ノウサギ　 　　 11
カラス          21
ヒヨドリ        37
カモ             2
合計         1,284

イノシシ     1,418
アナグマ        45
ノウサギ         0
カラス           0
ヒヨドリ         0
カモ             0
合計         1,463

イノシシ       25%
アナグマ      258%
ノウサギ      320%
カラス        333%
ヒヨドリ      331%
カモ          300%
合計           67%

イノシシ      1.47
アナグマ      0.22
ノウサギ      0.05
カラス        0.01
ヒヨドリ      0.03
カモ          0.00
合計          1.78

イノシシ      1.03
アナグマ      0.15
ノウサギ      0.04
カラス        0.01
ヒヨドリ      0.02
カモ          0.00
合計          1.25

　イノシシ，アナグマ，タヌキの捕
獲は目標値を上回っており，山沿い
の農地ではワイヤーメッシュ柵の設
置を推し進めるなど農作物被害防止
に向けた取組みが計画どおり進めら
れている。一方で，こうした取組み
が被害金額と被害面積に反映されて
いない。これは計画策定時（Ｒ元年
度）とＲ６年度で算出方法が異なっ
ており，後者は管内の全農家に対す
るアンケート調査（回答数400戸/調
査対象750戸）から求めた数値であ
り，より精度が高いものと思われ
る。
　今後は，この調査を継続するとと
もに，新たに『柵（電気柵とワイ
ヤーメッシュ柵）を設置した農家に
おける被害発生の有無』，『前年度
の被害発生との比較』を質問項目に
追加するなどして，より精度の高い
数値を求め，被害対策の成果を数値
化することが望まれる。
（鹿児島大学農学部　准教授　高山　
耕二氏）

　目標未達成に伴う事業再評価。
　イノシシの被害により，被害面
積，被害額が大きく，目標未達。
　今年度は被害額等の算出方法を変
更し，より実態に即した形としたこ
とから，第三者の意見等を参考に，
被害調査を実施するとともに，他地
域でイノシシ防除に成果が上がって
いる事例等を収集・分析するなどし
て被害軽減対策に取り組んで欲し
い。

R4 R4

R5 R5

イノシシ　 　  7%
アナグマ 　　 257%
ノウサギ      500%
カラス          ‐
ヒヨドリ      300%
カモ            ‐
合計           57%

　電気柵を設置したほ場において
は，イノシシによる農作物等への被
害は発生していない。管理主体にお
いては「電気柵維持管理スケジュー
ル」を作成し作業を徹底するなど，
効果的な運用のための取組みを行っ
ている。市内全体としては令和元年
以降有害鳥獣による被害は各種取組
みにより令和６年度に減少してい
る。今後は他地区においても侵入防
止柵の設置・有害鳥獣の捕獲等の対
策を継続的に進めていく必要があ
る。

　イノシシを中心とする有害捕獲は
目標値を上回っており，電気柵の設
置助成も計画どおり進められてい
る。一方で，こうした取組みが被害
金額と被害面積に反映されていな
い。これは，被害に関するデータが
『有害捕獲の申請を行った生産者の
み』を対象としているからである。
　今後は調査対象を広げるととも
に，「電気柵設置前後での被害面積
と被害金額の変化」など他の指標も
組み込むことで，捕獲と被害対策の
成果をより精度の高い数値で示すこ
とが可能と考えられる。
（鹿児島大学農学部　准教授　高山　
耕二氏）

　目標未達成に伴う事業再評価。
　現状よりも被害額，被害面積とも
減少しているものの，イノシシの被
害が大きかったことから目標未達と
なった。
　電気柵を設置した地域では被害が
出ていないことから，第三者の意見
や他地域でイノシシ防除に成果が上
がっている事例等を収集・分析する
などして被害軽減対策に取り組んで
ほしい。

R4

R5

イノシシ      1.44
アナグマ      0.04
ノウサギ         0
カラス           0
ヒヨドリ         0
カモ             0
合計          1.48

R3

　イノシシを中心として被害は水稲
やいも類などにわたり発生している
ことから，推進事業，整備事業及び
緊急捕獲活動支援事業を活用し，猟
友会員利用の箱わな等捕獲機材を整
備，ほ場一帯を囲うように侵入防止
柵を設置し，猟友会で有害捕獲を行
うなど実施した。
　これらの取組みにより，本市にお
けるイノシシの有害捕獲頭数は40％
増加した。（事業前の令和元年度で
年間の有害捕獲頭数はイノシシ300頭
に対し，事業後の令和６年度では年
間の有害捕獲頭数はイノシシ420
頭。）

イノシシ    　3.77
アナグマ   　 0.71
ヒヨドリ      0.72
合計          5.20

イノシシ    　2.63
アナグマ   　 0.49
ヒヨドリ      0.50
合計          3.62

イノシシ    　6.56
アナグマ      0.57
ヒヨドリ      0.31
合計　 　　　 7.44

イノシシ　　△245%
アナグマ　　　 64%
ヒヨドリ　　　186%
合計        △142%

R3

（鳥獣被害防止施設）
　集落と山との境界で，イノシシ，
アナグマ，ヒヨドリなどによる水稲
や果樹，野菜，いも類などの被害が
多発していたため，緊急捕獲活動支
援事業を活用し山中において猟友会
が有害捕獲を行うとともに，中山間
地の水田に侵入防止柵を設置，進入
路となる河川や道路に箱わなやくく
りわなを設置。地域農家による追払
い等を行った。これらの取組によ
り，本市におけるイノシシの有害捕
獲頭数は234％，アナグマの有害捕獲
頭数は102％と増加した。（施設整備
前(Ｒ３)の年間有害捕獲頭数はイノ
シシ1,052頭，アナグマ432頭，整備
後(Ｒ６)の年間有害捕獲頭数はイノ
シシ2,465頭，アナグマ439頭。）

（ジビエの利用拡大に向けた地域の
取組）
１　ジビエ販売量あるいは販売金額
のいずれか若しくはその両方が前年
度の実績を下回った要因と対応
　令和６年度はジビエ処理加工施設
（めんどり）のイノシシ処理頭数が
令和４年度から28.8％減った（（Ｒ
４）80頭（Ｒ６）57頭）ため，販売
量と販売金額が前年を下回った。ジ
ビエ肉の需要に応じてイノシシの肉
質のいい雌にこだわって処理してい
る。

２　事業効果
　市内の猟友会員が自己資金で処理
加工施設（めんどり）を建設し，併
設する飲食店でジビエ肉をＰＲする
ため平成31年４月から稼働開始し
た。近年は，コロナ禍で店舗を休業
して南さつま市のふるさと納税の返
礼品販売が主力となってきた。保健
所からの指導や販売面で安心・安全
への不安があったため，令和５年度
に整備事業で金属探知機を導入し
た。販売先の開拓や，令和７年４月
からの飲食店を再開により，イノシ
シのジビエ食肉の販売額と販売量が

R5

イノシシ 　  5,085
アナグマ 　    849
ヒヨドリ 　  1,558
合計         7,492

イノシシ　   3,560
アナグマ 　    594
ヒヨドリ 　  1,090
合計         5,244

R4

（鳥獣被害防止施設）
　各猟友会の活動により，有害鳥獣
の捕獲頭数は隔年での変動はあるも
のの，事業による捕獲・駆除の促進
効果はあったものと考える。

（ジビエの利用拡大に向けた地域の
取組）
１　事業効果
　稼働年度と比較して，令和６年度
は販売数量，販売金額ともに増加傾
向である。加工処理施設における処
理頭数に関しては，イノシシ211％，
シカ157％，アナグマ363％（令和６
年度イノシシ406頭，シカ347頭，ア
ナグマ207頭，令和４年度イノシシ
192頭，シカ220頭，アナグマ57頭）
また，加工処理施設人材育成や販路
拡大のための研修会や講習会参加を
行った。

　作物ごとで被害金額・被害面積と
もに隔年で異なっており，また旧町
ごとでも被害が異なっている。
　市全体では，イノシシの被害が多
く発生している。
　近年，家庭菜園や田畑の畔・土手
掘り起こし被害が発生している。
　イノシシ以外の鳥獣被害に関して
は，減少しているが，把握できてい
ない被害等があると予測される。

 県内の地理的特性から，鳥獣被害で
はイノシシによる稲作被害が最も大
きい。そのため，イノシシに対する
効果的な被害対策が，最も重要な対
策となり得る。イノシシについては
相当数の捕獲が行われているが，捕
獲による被害減少を効果的に進める
ためには，農作物に直接加害する個
体を効率的に捕獲する方法を進める
必要がある。
  具体的には，箱わなが中心である
地域では，隣接する林分内でのくく
りわなによる捕獲も進めることが望
ましい。箱わな自体も，餌を使うこ
とで加害個体を引き寄せる効果を十
分に認識し，効果的に運用させる必
要がある。例えば，利用しても箱わ
なには入り難い圃場や伐開地の中心
には設置せず，藪に近い場所に寄せ
て生息痕跡を確認して捕獲を行う必
要がある。また，わな内の餌の管理
を徹底し，短期的な捕獲運用と休止
期を挟んで繰り返す必要がある。
  捕獲効率を上げるため，狩猟者登
録者を増やしながら，技術的なテコ
入れや，先進事例について狩猟者と
の情報共有を深め，被害地域での効
率的な捕獲を行う必要がある。
  整備事業については，初期投入時
の効果が弱まり，管理のポイントか
ら外れたワイヤーメッシュ柵が増加
している可能性が考えられる。維持
管理については，間違いのない設置
モデルを十分に説明し，管理意識を
低下させる不適切な運用による破綻
を回避する必要がある。また，今
後，都市型の鳥獣被害発生が増加す
る地域でもあり，被害対策について
は，捕獲作業を支援するための一般
市民との情報共有を進める局面につ
いては想定しておく必要がある。
  ジビエ利用の取り組みは，捕獲後
のアウトプット問題対策として重要
である。先行事例の課題等を十分に
情報収集し精査した上で，それに対
応することが望ましい。
（株式会社　九州自然環境研究所　
塩谷　克典氏）

　緊急捕獲活動支援事業の活用によ
りイノシシ，シカ，アナグマ等の有
害捕獲を進めている一方で，イノシ
シ被害については金額・面積とも規
模は小さいが増加している。目標を
達成するためには，イノシシを中心
とした捕獲，侵入防止対策，生息環
境管理の徹底を推進する必要があ
る。

R3

イノシシ    △283%
シカ　　 　   322%
アナグマ 　　 333%
スズメ　 　　 160%
合計　　 　 △226%

イノシシ　　　0.52
シカ　　　　　0.03
アナグマ      0.00
スズメ　　　　0.03
合計　　　　　0.58

イノシシ  　　0.36
シカ　 　 　　0.02
アナグマ      0.00
スズメ　　　　0.02
合計 　　 　　0.40

イノシシ      0.90
シカ        　0.00
アナグマ　　　0.00
スズメ　　　　0.02
合計　　  　　0.92

イノシシ   △238%
シカ         300%
アナグマ　　   ‐
スズメ　　　 100%
合計　　 　△189%

イノシシ 　　　538
シカ　　　 　 　29
アナグマ   　  　1
スズメ　  　　　33
合計     　　　601

イノシシ   　　377
シカ　　　　　　20
アナグマ   　　0.7
スズメ　　　　　23
合計     　　　421

イノシシ　 　  994
シカ　　 　　　　0
アナグマ       　0
スズメ  　    　17
合計      　 1,011

イノシシ 　  4,841
アナグマ 　    558
ヒヨドリ　　   568
計 　 　　　 5,967

イノシシ　 　1,535
アナグマ　 　　197
ノウサギ　 　　 16
カラス          30
ヒヨドリ        53
カモ             3
合計         1,834



（協議会名） 現状値 目標値 実績値 達成率 現状値 目標値 実績値 達成率

事業実施主体名 対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

都道府県の評価事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価 第三者の意見被害金額 被害面積

推進体制の整備
有害捕獲

会議開催事務費
狩猟免許取得事前講習会受講料助成　7人
生息状況調査員　1人(135日)
調査員燃料代(7月～1月)
調査員労災保険料 1人
箱わな資材(ワイヤー蹴り糸）
小型獣用箱わな  10基
自動撮影カメラ  １基

さつま町鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 ワイヤーメッシュ柵 11地区　7,542m

野開獣害防止対策組合
田原獣害防止対策組合
仮屋原獣害防止対策組合
各組合(8地区）

100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　1,480頭
(捕獲頭数にの増加に応じた加算 うち218頭）
シカ　　　　　　2,845頭
サル　　　　　　　　3頭

－ 100%

推進体制の整備
有害捕獲
被害防除

会議開催事務費
狩猟免許取得事前講習会受講料助成　3人
生息状況調査員　1人(135日)
調査員燃料代(7月～2月)
調査員労災保険料　1人
サル捕獲用囲いわな 1基
実施隊研修旅費

さつま町鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
ワイヤーメッシュ柵　2地区　3,900m
電気柵(4段)　       1地区　9,600m

下川口獣害防止対策組合
城ノ下獣害防止対策組合
荒瀬獣害防止対策組合

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　1,020頭
シカ　　　　　　2,137頭
サル　　　　　　　　1頭

－ 100%

推進体制の整備
有害捕獲
被害防除

会議開催事務費
狩猟免許取得事前講習会受講料助成　11人
生息状況調査員　1人(135日）
調査員燃料代(7月～2月)
調査員労災保険料 1人
実施隊研修旅費

さつま町鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設

ワイヤーメッシュ柵　1地区　1,500m
電気柵(4段)　　　　 1地区　1,300m
ワイヤーメッシュ柵 17地区  2,732m 
※令和３年７月豪雨災害復旧(17地区）

・大平獣害防止対策組合
・宮之脇獣害防止対策組合
・各組合(17地区)

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　1,841頭
シカ　　　　　　3,020頭
サル　　　　　　　　5頭

－ 100%

有害捕獲
狩猟免許取得事前講習会受講料助成　16人
箱わな(ｻﾙ用) 1基

伊佐市有害鳥獣対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
ワイヤーメッシュ柵　11地区　15,881m
電気柵(5段)　        9地区　 5,347m

(ＷＭ柵)
曽木,白木,平出水1,下殿,平出水2,東市
山,上市山,東市山,針持,宮人,川岩瀬
(電気柵)
針持１,針持2,田代,井立田,井立田,針
持3,針持4，平出水3,尾之上
侵入防止柵管理組合

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　428頭
シカ　　　　　1,741頭

－ 100%

有害捕獲
狩猟免許取得事前講習会受講料助成　33人
箱わな(大） 2基
くくりわな  35基

伊佐市有害鳥獣対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
ワイヤーメッシュ柵　7地区　18,977m
電気柵(5段)         3地区　14,980m

(ＷＭ柵)
曽木,青木,平出水,田代，山野1,山野2,
山野3
(電気柵)
南浦,下殿,針持
侵入防止柵管理組合

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　419頭
シカ　　　　　1,707頭

－ 100%

有害捕獲
狩猟免許取得事前講習会受講料助成　10人
箱わな(大） 2基

伊佐市有害鳥獣対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設
ワイヤーメッシュ柵　9地区　24,775m
電気柵(5段)         2地区　 8,550m
電気柵シート      　2地区　 2,369m

(ＷＭ柵)
平出水①,田代,山野,白木,牛尾　山
野，針持，平出水②
(電気柵)
南浦①，南浦②
侵入防止柵管理組合

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　644頭
シカ　　　　　2,162頭

－ 100%

鳥獣被害防止施設 ワイヤーメッシュ柵　2地区　4,578ｍ
海潟地区管理組合
中俣地区管理組合

100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　241頭
サル　　　　　 　55頭
タヌキ　         36頭
アナグマ       　40頭
ヒヨドリ　       60羽
カラス　         50羽

－ 100%

鳥獣被害防止施設
複合柵（WM柵+電気柵3段)　5地区　5,580ｍ
ワイヤーメッシュ柵　     3地区　4,917ｍ

牛根麓地区管理組合
中浜地区管理組合
松崎地区管理組合
下市木地区管理組合
田上地区管理組合
金鳥井・是井ノ元地区管理組合

100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　237頭
イノシシ(幼)   　77頭
サル           　88頭
タヌキ　         78頭
アナグマ      　164頭
ヒヨドリ      　142羽
カラス　         74羽

－ 100%

鳥獣被害防止施設
ワイヤーメッシュ柵　　　 3地区　5,176ｍ
ワイヤーメッシュ柵，複合柵
(WM柵+電気柵3段）        1地区　1,680ｍ

的場地区管理組合
中野地区管理組合
金鳥井・是井ノ元地区管理組合
上野台地・平谷地区管理組合

100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　249頭
イノシシ(幼)    124頭
サル           　80頭
タヌキ　         83頭
アナグマ　      105頭
ヒヨドリ　      613羽
カラス　         22羽

－ 100%

イノシシ      515
サル          990
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ     81
カラス        159
ヒヨドリ      353
合計        2,098

イノシシ　　△960%
シカ　　　    222%
ノウサギ　　　300%
合計　　   　 △6%

　これまでは捕獲に力を入れてお
り，イノシシ，シカともに捕獲頭数
も増加しているが，生息数は減少し
ておらず，被害額及び被害面積につ
いてはあまり効果が得られていない
状況である。今後は防除の方にも力
を入れて，侵入防止柵の整備を進
め，被害軽減に努める必要がある。
　被害額ではイノシシの増加が顕著
であり，ワイヤーメッシュ柵・電気
柵の整備を実施した地区の被害は軽
減されているが，整備を実施してい
ない地区に被害範囲が移動してい
る。また，中山間地における高齢
化・過疎化や，森林伐採等により，
人里近くまで生息域が拡大してい
る。個体数については近年の暖冬傾
向により1年を通して餌の確保がしや
すくなったことで生存率が高くなり
増加していると推察される。

　捕獲努力はかなりなものと推察さ
れる。しかしながら被害が減ってお
らず生息数も依然減少していない理
由を今一度考え，集落周辺や農場周
辺で餌場となっているような場所が
ないか確認する集落点検のようなも
のを行う必要を感じる。
　必要であれば専門家を招へいし地
域住民と一緒になって集落を点検す
る機会等を設け獣害に強い集落作り
を進めていく必要を感じました。
（合同会社　南九州野生動物保護管
理センター　浅井　隆之氏）

　イノシシ，シカの捕獲，侵入防止
柵の設置に取り組んでいるが，生息
数が多いことから，被害金額・面積
ともに軽減されていない。
　引き続き，捕獲や侵入防止柵の設
置と適正な管理を行うとともに，鳥
獣を「寄せ付けない」ための集落ぐ
るみでの被害防止対策の総合的な取
組が必要である。

イノシシ    4,288
シカ       18,069
ノウサギ      316
合計       22,673

イノシシ   23,999
シカ        7,567
ノウサギ        0
合計       31,566

イノシシ　　△972%
シカ　　　    236%
ノウサギ　　　334%
合計　　 　     8%

イノシシ      5.30
シカ         21.70
ノウサギ      0.30
合計         27.3

イノシシ    19.29
シカ         2.57
サル         0.04
アナグマ     0.06
カラス       0.32
スズメ       0.01
ヒヨドリ     0.01
合計        22.30

イノシシ　 　 14%
シカ　 　　　256%
サル　　  　 150%
アナグマ     270%
カラス         0%
スズメ       300%
ヒヨドリ     250%
合計         103%

　捕獲数については年々増加してお
り，農作物等への被害防止及び個体
数調整への一定の効果が見られる
が，森林伐採等により，イノシシ・
ニホンジカが里地への出没が多く
なったことも捕獲数の増加要因と思
われる。
　また，整備事業によりワイヤー
メッシュ柵・電気柵を整備した地区
においては，イノシシ・ニホンジカ
の被害が大幅に軽減されるなど，当
該事業の取組が大きく寄与している
と考えられる。
　しかしながら，侵入防止柵を設置
していない地域や，これまでイノシ
シ・ニホンジカ等の出没がなかった
地域での農作物等への被害が拡大し
ており，目標達成に至らなかった。
　当該事業を活用した侵入防止柵の
整備や緊急捕獲，また，農林業者が
自ら守る対策への支援として，座談
会等の開催による周知啓発を進めて
まいりたい。

　イノシシの被害軽減目標が未達成
となったことで再評価となったが，
町単独の予算措置による電気柵設置
への補助や整備事業を活用した侵入
防止柵の整備によって被害を抑える
地域は増加している。一方で未整備
の農地では耕作者自らが被害対策を
行う意識が醸成されておらず被害が
下げ止まっている状態である。町と
しても出前講座や柵設置前の講習等
を通じて意識改革に取り組んでいる
が，意識を変えることに難しさを感
じている。
　町内外で被害を抑えることができ
ている地域の視察を通じて，耕作者
自ら取り組むことが重要であること
を繰り返し伝え，引き続き意識改革
に努め，自ら農地を守ることへの意
識転換を期待したい。
　４月以降ジビエ加工施設の運用が
始まり，捕獲従事者にとっては報奨
金が上乗せされることで捕獲意欲が
増すことが期待される。一方，捕獲
者と施設運営者とでは捕獲個体（商
品）の取り扱いについて意識の乖離
が生じやすいことから，それらのズ
レが生じないよう意見・情報交換等
を行う機会を多く設けることが望ま
しい。
（一般財団法人　鹿児島県環境技術
協会　稲留　陽尉氏）

イノシシ     20.66
シカ          7.07
ノウサギ      0.00
合計         27.73

　イノシシの被害軽減目標が未達成
となったことで再評価となった。
　整備事業を活用した侵入防止柵の
整備によって,被害を抑える一定の効
果が見られるが，森林伐採等によ
り，イノシシ・ニホンジカの里地へ
の出没が多くなった地域は増加が見
られる。
　また，未整備の農地で耕作者自ら
が被害対策を行う意識が醸成されて
おらず被害が下げ止まっている状態
である。
　４月以降新たなジビエ加工施設の
運用が始まり，捕獲従事者にとって
は報奨金が上乗せされることで捕獲
意欲が増すことが期待される。

イノシシ   0.40
サル       0.55
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ 0.05
カラス     0.03
ヒヨドリ   0.11
合計       1.14

イノシシ    0.44
サル        0.75
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ  0.05
カラス      0.08
ヒヨドリ    0.16
合計        1.48

イノシシ　　　78%
サル　　　　  17%
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ   100%
カラス 　　△150%
ヒヨドリ　　　 0%
合計　　　    35%

イノシシ     708
サル       1,412
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ   137
カラス       222
ヒヨドリ     518
合計       2,997

イノシシ　　13%
サル　　　　 1%
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ△60%
カラス　　　 9%
ヒヨドリ　 △9%
合計　　　 0.3%

イノシシ   0.58
サル       0.79
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ 0.08
カラス     0.05
ヒヨドリ   0.16
合計       1.66

イノシシ      736
サル        1,415
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ    116
カラス        228
ヒヨドリ      505
合計        3,000

（鳥獣被害防止施設）
　中山間地域において，イノシシ，
シカによる水稲，飼料作物，大豆，
サツマイモ等の被害が多発していた
ことから，緊急捕獲活動支援事業を
活用し，年間を通して農地周辺を中
心に猟友会が有害捕獲を行うととも
に，ほ場を囲うように侵入防止柵を
設置。進入路となる山林や道路等に
くくりわな及び箱わなを設置。

（ジビエの利用拡大に向けた地域の
取組）
１　ジビエ販売量あるいは販売金額
のいずれか若しくはその両方が前年
度の実績を下回った要因と対応
　猟友会員へ処理施設搬入を促し，
搬入時の捕獲・受入記録表の記録を
職員が聞き取り対応し搬入しやすい
体制により，前年度より大幅に受入
頭数は増えたものの，施設運営前に
プレハブ冷凍庫が故障し使用できず
急遽冷凍ストッカー（２台）購入し
対応したが，冷凍保管可能な容量が
減少したため，受入を制限した。処
理施設等の老朽化により，これ以上
の冷凍保管庫の設置等は困難なた
め，新たな出荷販売先等を確保し対
応する。

２　事業効果
　伊佐市における食肉処理頭数につ
いて，令和５年度は県指定管理鳥獣
の捕獲強化事業や処理施設の受入体
制不十分により，イノシシは1,432頭
のうち2頭，シカは3,474頭のうち3頭
とごく僅かであった。令和6年度は処
理施設の受入体制等を見直し，イノ
シシ1,621頭のうち10頭，シカ3,490
頭のうち17頭で処理頭数は増えたも
のの，有害捕獲頭数に対して，イノ
シシ・シカの食肉処理割合は約0.5％
で資源利用率も低く，廃棄削減への
寄与は限定的でほとんど事業効果は
得られなかった。

イノシシ    6,126
シカ       25,813
ノウサギ      451
合計       32,389

　侵入防護柵整備地区においては被
害が減少し，安定した経営が図ら
れ，受益者の生産意欲の向上にもつ
なげることができた。今後も侵入防
止柵の適切な管理運営に努め，指
導・助言等を行っていくことで，効
果を持続させていく。一方で，その
他の未整備地区については，従来，
当該地区に侵入していた鳥獣に加
え，侵入防止柵整備地区から行動範
囲を移した鳥獣により，以前にも増
して被害が多発している。
　捕獲活動においては鳥獣出没の通
報に対し，実施隊及び猟友会が迅速
に対応し見回り活動や捕獲活動によ
り農作物被害軽減に一定の効果が得
られている。しかしながら，依然と
して鳥獣の潜在数及び繁殖による増
加数も多いと思われ，結果として被
害額が目標値に達していない。

　捕獲圧を今以上に増やすことは難
しいので，未整備地区を如何に減ら
すかが今後の対策で非常に重要に
なってくる。
　推進事業も活用し人材育成や知識
の普及に取り組むことで侵入防止柵
の設置も進むと考える。
（合同会社　南九州野生動物保護管
理センター　浅井　隆之氏）

　目標達成率が，被害金額0.3％，被
害面積39％と低い。
　事業を活用した結果，有害鳥獣捕
獲数の増加や侵入防止柵整備地区で
の被害は減少している。
　今後取り組むべき方向性として，
推進事業を活用して集落ぐるみでの
防止対策を支援するとともに，これ
を踏まえた効果的な侵入防止柵設置
を実施する必要がある。

イノシシ　　△185%
シカ　　　    120%
サル　　  　△117%
アナグマ　　　328%
カラス　　　△214%
スズメ　　　　314%
ヒヨドリ　　△188%
合計　　 　　△83%

イノシシ     20.13
シカ         11.13
サル          0.07
アナグマ      0.33
カラス        0.34
スズメ        0.22
ヒヨドリ      0.06
合計         32.28

イノシシ     14.09
シカ          7.79
サル          0.05
アナグマ      0.23
カラス        0.24
スズメ        0.15
ヒヨドリ      0.04
合計         22.59

イノシシ   15,446
シカ        5,017
サル           59
アナグマ    1,734
カラス      1,705
スズメ        247
ヒヨドリ      213
合計       24,421

　ワイヤーメッシュ柵及び電気柵を
設置したことにより，囲んだ農地と
その周辺農地へはイノシシやサルが
侵入することがなくなった。また，
垂水市猟友会による有害鳥獣捕獲活
動による個体数減少を図るよう努め
た。

イノシシ   10,812
シカ        3,512
サル           41
アナグマ    1,214
カラス      1,194
スズメ        173
ヒヨドリ      149
合計       17,095

イノシシ    24,024
シカ         3,217
サル            80
アナグマ        30
カラス       2,796
スズメ          15
ヒヨドリ       333
合計        30,495

R3

イノシシ      3.70
シカ         15.10
ノウサギ      0.20
合計         19.20

再評価

垂水市有害鳥獣
捕獲対策協議会
（垂水市）

垂水市
全域

R3

イノシシ
シカ
サル
アナグマ
タヌキ
ノウサギ
カラス
ヒヨドリ
ドバト

R4

再評価

さつま町鳥獣被
害防止対策協議
会

さつま
町全域

R3

イノシシ
シカ
サル
アナグマ
タヌキ
ヒヨドリ
カラス
スズメ
カワラバ
ト

R5

再評価

伊佐市有害鳥獣
対策協議会

伊佐市
全域

R3

イノシシ
シカ
サル
ノウサギ
カラス
カワラバ
ト
スズメ
カモ
タヌキ
アナグマ
カワウ
ヒヨドリ

R4

R5

R4

R5

R4

R5

R3

R3

　推進事業では，被害状況調査員に
よる被害状況の把握に努めたほか，
狩猟免許取得に必要な狩猟講習会経
費の助成を行い，有害鳥獣捕獲従事
者の確保と育成を図りながら被害防
止に向けた取り組みを行った。ま
た，サルの捕獲用囲いわなの設置，
サル追払い用ドローンの導入によ
り，サル対策の強化を図った。
　整備事業では，イノシシやニホン
ジカの被害防止対策として，ワイ
ヤーメッシュ柵・電気柵（直営施
工）を設置し，設置後も管理作業報
告書を年３回提出することにより，
適正な維持管理の継続と被害状況確
認を把握することでの被害防止効果
が見られた。しかし，侵入防止柵を
設置していない地域では，捕獲頭数
を上回る個体数の増加や生息範囲の
広域化がみられる。
　これまで，捕獲したシカ，イノシ
シ等は全頭埋設処理されていたが，
ジビエ処理加工施設が令和６年度に
建設されたことにより，食肉等への
利活用が期待できる。

R4

R5

R4

R5



（協議会名） 現状値 目標値 実績値 達成率 現状値 目標値 実績値 達成率

事業実施主体名 対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

都道府県の評価事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価 第三者の意見被害金額 被害面積

有害捕獲 狩猟免許取得事前講習会受講料助成 10人 曽於市有害鳥獣被害防止対策協議会 100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　437頭
イノシシ(幼)　　 ５頭
シカ　　　　　　 76頭

－ 100%

有害捕獲
狩猟免許取得事前講習会受講料助成 10人
イノシシ用箱わな(両開き) 22基

曽於市有害鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 ワイヤーメッシュ柵　4地区　11,500m

大峯地区集落営農組合
小久保基盤整備組合
天神領土地改良区中村地区
大隅町笠木原土地改良区

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　480頭
イノシシ(幼)      4頭
シカ             45頭

－ 100%

有害捕獲 狩猟免許取得事前講習会受講料助成 10人 曽於市有害鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 ワイヤーメッシュ柵　2地区　7,200 m
大隅町笠木原土地改良区
岩元稲作組合

100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　1,045頭
イノシシ(幼)       10頭
シカ               60頭
(うちシカ対策分17頭)

－ 100%

有害捕獲
サル捕獲箱わな(中)　4基
有害捕獲活動　　　6人

錦江町鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 電気柵(2段) 　5地区 15,363ｍ

帰り山電気柵利用組合
払川大根田御手洗電気柵利用組合
溝下電気柵利用組合
永山団地電気柵利用組合
パイロット団地電気柵利用組合

100%

緊急捕獲

イノシシ       136頭
イノシシ(幼)    34頭
シカ　　　　　　 3頭
タヌキ　       259頭
アナグマ        80頭
カラス　　　　　 6羽

－ 100%

誘導捕獲柵わな
有害捕獲

移動式捕獲柵　1基
4.0ｍ×5.2ｍ×2.6ｍ
有害捕獲活動　6人

錦江町鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 電気柵(2段) 　3地区　4,696ｍ
鳥ノ巣電気柵利用組合
牧ノ尾電気柵利用組合
菖蒲ヶ迫電気柵利用組合

100%

緊急捕獲

イノシシ       110頭
イノシシ(幼)　　30頭
タヌキ　       179頭
アナグマ 　　　 41頭
ヒヨドリ　　　　 5羽
カラス           4羽

－ 100%

有害捕獲 有害捕獲活動　6人 錦江町鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 電気柵(2段) 　2地区　6,109ｍ
神川城電気柵利用組合
瀬戸山電気柵利用組合

100%

緊急捕獲

イノシシ       191頭
イノシシ(幼)　　29頭
シカ　　　　　　 3頭
タヌキ　       172頭
アナグマ 　　　 47頭
カラス           1羽

－ 100%

R3 緊急捕獲

イノシシ　　　　399頭
イノシシ(幼)  　163頭
サル           　26頭
タヌキ　        162頭
アナグマ　       79頭

－ R3 100%

有害捕獲
箱わな(大)　13基
箱わな(小)　10基

肝付町鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 ワイヤーメッシュ柵　1地区　678m 上西地区鳥獣被害防止柵利用組合 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　340頭
イノシシ(幼)    103頭
サル 　          14頭
タヌキ        　301頭
アナグマ      　101頭

－ 100%

鳥獣被害防止施設 電気柵（2段)   1地区　1,709m 波見下地区鳥獣被害防止柵利用組合 100%

緊急捕獲

イノシシ　　　　648頭
イノシシ(幼)  　123頭
サル 　          33頭
サル(幼)        　2頭
タヌキ　        349頭
アナグマ　       98頭

－ 100%

推進体制の整備
有害捕獲

協議会の開催
センサーカメラ　2基

大和村鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　2地区　1,880ｍ
思勝侵入防止柵管理組合
大金久侵入防止柵管理組合

100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　42頭
イノシシ(幼)    19頭

－ 100%

推進体制の整備
有害捕獲
被害防除

カラス捕獲器　1基
センサーカメラ　　1基
協議会開催
被害状況調査

大和村鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　1地区　2,200ｍ 福元地区侵入防止柵管理組合 100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　60頭
イノシシ(幼)    31頭

－ 100%

有害捕獲
被害防除

カラス捕獲器　 1基
くくりわな　2基
被害状況調査

大和村鳥獣被害防止対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　1地区　3,700m 福元地区侵入防止柵管理組合 100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　97頭
イノシシ(幼)     7頭

－ 100%

　侵入防止柵は，設置前はイノシシ
による被害があった水田が，設置後
はイノシシの侵入が全くなくなる
等，絶大な効果が現れている。一方
で，穴を掘って柵の内側（農地内）
に侵入しようとする形跡も見られる
ため，今後も管理団体に対し適切な
維持管理の指導を行いつつ，受益農
地の拡大を積極的に推進していく。
　イノシシを筆頭に有害捕獲頭数は
飛躍的に増大しているが，被害は減
少していないので，侵入防止柵の設
置など，農地における被害防止対策
の更なる推進が必要と感じる。今後
も捕獲の圧力を強力に維持しつつ
も，整備事業を活用した侵入防止柵
の設置も同等に推進すべきものと考
える。

　成獣イノシシの捕獲数がかなり多
いようなので，短期的に生息数の増
加は抑えられるものと考える。その
ため一時的ではあるものの被害の減
少が見込まれる。生息数が増えない
うちに防除を徹底することで，さら
に増加率は抑えられ，より良い鳥獣
害政策が行えるものと考える。
（合同会社　南九州野生動物保護管
理センター　浅井　隆之氏）

イノシシ   8,187
タヌキ       137
ウサギ       245
シカ           0
アナグマ      94
カラス       128
スズメ         0
ヒヨドリ   6,056
サル         383
合計      15,230

　イノシシについては，町内全域で
野菜，水稲等の食害が多発していた
ことから，猟友会による有害捕獲
や，進入路となる河川や山道付近に
箱わなおよびくくりわなの設置を
行った。また被害が多発している農
地に整備事業を活用し，侵入防止柵
を設置し対策を行った。
　タヌキ・アナグマについては，主
にイモ類への食害が多く，また住宅
街での目撃情報も多発した。箱わな
等の設置を行い，有害捕獲に取り組
み，被害防止に努めた。
　サル被害については，果樹への食
害が多発しており，猟友会と連携を
取りながら有害捕獲に取り組み被害
防止に努めた。

　イノシシ，タヌキ，アナグマによ
る水稲やさつまいもなどへの被害が
大きく，整備事業により侵入防止柵
の設置を行うとともに，緊急捕獲活
動支援事業を活用し猟友会が中心と
なり有害捕獲を行った。
　これらの取り組みにより捕獲頭数
は緊急捕獲事業において直近３年合
計がイノシシ703頭，タヌキ604頭と
高水準である。実施隊の見回り活動
によりポイントを絞ることで，なる
べく無駄のない捕獲活動に取り組ん
でいる。

イノシシ    8,138
サル        1,184
タヌキ      1,114
アナグマ    1,021
ノウサギ    1,324
カラス      1,528
スズメ        221
ヒヨドリ    1,130
ドバト        642 
合計       16,300

イノシシ    5,697
サル          829
タヌキ        780
アナグマ      715
ノウサギ      927
カラス      1,070
スズメ        155
ヒヨドリ      791
ドバト        449
合計       11,413

イノシシ   8,692
サル       1,627
タヌキ     1,288
アナグマ   1,657
ノウサギ     921
カラス     1,098
スズメ       199

ヒヨドリ     1,088
ドバト       563
合計      17,133

R5

　目標達成率が，被害金額は-17％，
被害面積が-46％と非常に低い。
　事業を活用した結果，有害鳥獣捕
獲数の増加や侵入防止柵整備地区で
の被害は減少している。
　今後取り組むべき方向性として，
事業を活用して群れの行動範囲につ
いて正確な調査・把握を行うととも
に，これを踏まえた集落ぐるみでの
被害防止対策の有効性を普及啓発す
る必要がある。

　イノシシについては整備事業を活
用したほ場については，侵入防止柵
を設置したことにより，農作物被害
は減少したが，対策をしていないほ
場に被害が集中しているなどの課題
もあり，地域全体での取組が求めら
れる。
　タヌキ・アナグマは，捕獲頭数は
増加しているが被害額は減少せず増
加している現状である。昨年目撃情
報が無かった住宅地でも報告があ
り，生息区域の拡大が要因であると
考えられることから，引続き猟友会
とも連携を図りながら，被害の防
止・軽減に努める。
　サルについては，果樹への被害が
多発していたが，最近では，住宅地
での目撃情報もあり，人的被害も懸
念されることから，引続き有害駆除
を行い，被害の予防・軽減に努め
る。
　シカは目撃情報や被害報告は岸良
地区のみであったが，今年に入り高
山地区での目撃情報も多発している
ので，猟友会と連携を図りながら被
害の予防に努める。

　整備事業による侵入防止柵の設置
を推進している地区においては被害
が減少傾向にあり，一度電気柵を導
入した方からの再導入の問い合わせ
や，電気柵の評判を聞いた方から導
入の問い合わせもあり，効果は高い
と考えられる。近年，ビワのなる季
節にはサルの目撃例が多発してい
る。また，イノシシの捕獲頭数も高
い傾向が継続し，侵入防止柵を設置
していない地区においては被害の増
加も見受けられる。引き続き侵入防
止柵の導入を推進していく事が必要
と考える。また，今まで侵入防止柵
の導入が少なかった地域へのこちら
側からのアプローチも必要かと思
う。

イノシシ     4.00
カラス       0.84
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ   1.96
合計         6.80

イノシシ     4.23
カラス       1.60
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ   6.10
合計        11.93

イノシシ  　　86%
カラス     △111%
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ △393%
合計        △79%

　目標達成率が，被害金額-261％，
被害面積-134％と非常に低い。
　事業を活用した結果，有害鳥獣捕
獲数の増加や侵入防止柵整備地区で
の被害は減少している。
　今後取り組むべき方向性として，
事業を活用してイノシシの生息密度
を減らすための成獣に加えて幼獣捕
獲もセットにした箱わな設置などを
実施する必要がある。

　イノシシは今の捕獲圧を維持しつ
つ防除柵の設置が広がれば被害減が
見込める。
　タヌキやアナグマは住宅街でも生
息が可能で対策が難しい動物種だ
が，他獣種と同様，放任果樹や生ゴ
ミなどの誘因物の管理を徹底するこ
とや侵入路の特定と防除を行うこと
である程度の被害減は望める。まず
は対象獣に対する知識を深めること
が重要なので講習会等を行っていく
のがよい。
　サルの被害は捕獲だけで解決する
ことは不可能なので，被害が増加傾
向であれば，まず調査を行い対策が
必要な群の特定をしていくほうがよ
い。
（合同会社　南九州野生動物保護管
理センター　浅井　隆之氏）

　目標達成率が，被害金額-184％，
被害面積-263％と非常に低い。
　事業を活用した結果，有害鳥獣捕
獲数の増加や侵入防止柵整備地区で
の被害は減少している。
　今後取り組むべき方向性として，
監視カメラの設置等により正確な被
害状況を把握し，これに即した被害
防止対策を実施する必要がある。

　イノシシによる被害について，令
和６年度にくくりわなや侵入防止柵
の設置，緊急捕獲に取り組み，令和
５年度と比較し，被害金額・面積の
達成率はともに改善している。
　カラスによる被害について，捕獲
器の設置や個体捕獲等に取り組み，
被害金額の達成率は改善している。
しかし，被害金額・面積の達成率は
ともにマイナスと依然低調のため，
引き続き被害防止対策に取り組む必
要がある。
　また，アマミノクロウサギによる
被害については，令和４年度から整
備事業を活用し，アマミノクロウサ
ギ対応侵入防止柵を整備したことに
より，被害金額・面積の達成率は改
善しているが，依然低調となってい
る。現在村内の柵のうち，ウサギ対
応柵は２～３割程度となっており，
引き続き，侵入防止柵の設置による
対策を行う必要がある。

イノシシ    6.24
タヌキ      0.21
ウサギ      0.42
シカ        0.25
アナグマ       0
カラス      0.31
スズメ      0.18
ヒヨドリ    0.12
サル           0
合計        7.73

イノシシ    4.37
タヌキ      0.15
ウサギ      0.29
シカ        0.18
アナグマ       0
カラス      0.22
スズメ      0.13
ヒヨドリ    0.08
サル           0
合計        5.42

イノシシ    7.52
タヌキ      0.12
ウサギ      0.23
シカ   　      0
アナグマ    0.36
カラス      0.02
スズメ   　    0
ヒヨドリ    2.50
サル　　　　0.10
合計       10.85

イノシシ  　△68%
タヌキ　 　　150%
ウサギ  　　 146%
シカ         357%
アナグマ     皆増
カラス       322%
スズメ       360%
ヒヨドリ △5,950%
サル         皆増
合計       △135%

イノシシ     6.97
サル         0.67
タヌキ       0.62
アナグマ     0.54
ノウサギ     0.19
カラス       2.11
スズメ       0.24
ヒヨドリ     0.12
ドバト       0.46
合計        11.92

イノシシ     4.88
サル         0.47
タヌキ       0.43
アナグマ     0.38
ノウサギ     0.13
カラス       1.48
スズメ       0.17
ヒヨドリ     0.08
ドバト       0.32
合計         8.34

イノシシ    9.09
サル        0.72
タヌキ      0.77
アナグマ    0.92
ノウサギ    0.43
カラス      0.68
スズメ      0.20
ヒヨドリ    0.28
ドバト      0.45
合計       13.54

イノシシ 　△102%
サル　　　　△25%
タヌキ 　　 △79%
アナグマ   △238%
ノウサギ   △400%
カラス       227%
スズメ        57%
ヒヨドリ   △400%
ドバト         7%
合計        △46%

イノシシ    1.08
サル        0.21
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ  0.08
スズメ      0.11
ヒヨドリ    0.12
合計        1.60

イノシシ     0.76
サル         0.15
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ   0.06
スズメ       0.08
ヒヨドリ     0.08
合計         1.13

イノシシ     2.22
サル         0.32
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ   0.13
スズメ       0.08
ヒヨドリ     0.10
合計         2.85

イノシシ　 △356%
サル　　 　△183%
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ △250%
スズメ　　 　100%
ヒヨドリ　 　 50%
合計       △266%

イノシシ 　 △23%
サル　 　　△125%
タヌキ      △52%
アナグマ   △208%
ノウサギ     102%
カラス        94%
スズメ        33%
ヒヨドリ      12%
ドバト        41%
合計        △17%

　イノシシ対策で今以上の捕獲圧は
捕獲隊員の不足や高齢化で望めない
と思うので，より防除に力を入れる
ことができれば被害減は望める。
　サルは一度食べたものの味は忘れ
ないので，ビワに被害が出だしたの
であれば翌年以降被害は増加すると
考えたほうがよい。そのため，被害
の出始めであれば，防除を徹底する
ことで被害は出なくなるし，被害が
出始めて数年経過した状況であれ
ば，早めに調査を行い対策方針を決
めた方がよい。併せて放任果樹等の
誘因物を減らす対策も開始できれ
ば，より早い被害減が望める。
（合同会社　南九州野生動物保護管
理センター　浅井　隆之氏）

再評価

肝付町鳥獣被害
防止対策協議会

肝付町
全域

イノシシ
シカ
サル
アナグマ
タヌキ
ヒヨドリ
カラス
スズメ

再評価

錦江町鳥獣被害
防止対策協議会

錦江町
全域

R4

R3

イノシシ
シカ
サル
アナグマ
タヌキ
ノウサギ
テン
ヒヨドリ
カラス
スズメ
カモ
ドバト
キジバト

R5

再評価

曽於市有害鳥獣
被害防止対策協
議会
（曽於市）

曽於市
全域

R3

R4

R5

イノシシ
シカ
サル
アナグマ
タヌキ
ノウサギ
ヒヨドリ
カラス
スズメ

R4

R5

再評価

大和村鳥獣被害
防止対策協議会
（大和村）

大和村
全域

R3

イノシシ
カラス
アマミノ
クロウサ
ギ

R3

　推進事業において，５年度にカラ
ス捕獲器の整備を行い被害軽減に努
めた。整備事業において，被害及び
目撃情報の多い地区に計画的に侵入
防止柵を設置した。設置した地区に
おいては被害情報がなく侵入防止柵
の効果が見られている。
　また国の天然記念物アマミノクロ
ウサギの被害は今後も増加傾向にあ
り，侵入防止に対する取組が早急に
必要である。

イノシシ   4,647
カラス     1,248
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ 2,873
合計       8,768

イノシシ   3,252
カラス       873
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ 2,011
合計       6,136

イノシシ    3,947
カラス      1,888
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ  6,598
合計       12,433

イノシシ　　  50%
カラス　　 △171%
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ △432%
合計       △139%

　侵入防止柵を設置した地区におい
ては，今後被害の減少につながるも
のと思われる。しかし，柵の設置し
ていない地区においては被害発生が
懸念されるため今後も継続的な事業
実施が望まれる。
　今後も計画的な柵の整備と，徹底
した侵入防止柵の維持管理が必要で
あると考えられる。
　また，アマミノクロウサギに対す
る侵入防止実証などを基に関係機関
と情報共有を行い，被害軽減に向け
て農家への指導啓発も必要であると
考えるとともに捕獲したイノシシも
ジビエとして新たな活用も検討が必
要である。

　令和４年度以降イノシシとアマミ
ノクロウサギに対応した侵入防止柵
の設置が進んでおり，被害防止効果
が得られつつある。しかしながら，
被害額は増加している。森林に隣接
する農地で被害が出やすい。そのた
め，それらの場所を優先して柵を整
備することが必要である。整備事業
の条件に合致しない農地では，村単
独の予算措置による柵の整備が求め
られる。
　食肉処理施設は，どこも運営に苦
戦している。捕獲従事者が減りつつ
ある現在，搬入量も減少することが
予想される。そのため，施設の導入
にあたっては，県内外の施設状況を
把握した上で，慎重に検討すること
が必要である。
（一般財団法人　鹿児島県環境技術
協会　稲留　陽尉氏）

R4 R4

R5 R5

イノシシ 　 △87%
タヌキ　　    33%
ウサギ       121%
シカ         337%
アナグマ     皆増
カラス       276%
スズメ       336%
ヒヨドリ △4,024%
サル         皆増
合計       △261%

イノシシ   6,492
タヌキ       152
ウサギ       384
シカ         138
アナグマ       0
カラス       749
スズメ       168
ヒヨドリ     463
サル           0 
合計       8,546

イノシシ  4,544
タヌキ      106
ウサギ      269
シカ         97
アナグマ      0
カラス      524
スズメ      118
ヒヨドリ    324
サル          0
計        5,982

イノシシ    1,446
サル          476
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ   　70
スズメ 　　　 112
ヒヨドリ      291
合計        2,395

イノシシ    1,012
サル          333
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ   　49
スズメ　　　　 78
ヒヨドリ      204
合計        1,676

イノシシ    2,645
サル          637
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ    162
スズメ         96
ヒヨドリ      172
合計        3,712

イノシシ 　△276%
サル 　　　△113%
ﾀﾇｷ・ｱﾅｸﾞﾏ △438%
スズメ  　　  47%
ヒヨドリ   136.8%
合計       △184%

イノシシ     5.67
カラス       1.20
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ   2.80
合計         9.67

R3

R3

R4

R5

R4

R5

　主にイノシシによる水稲や甘藷等
の被害が多発していたことから，整
備事業を活用し，被害発生農地に侵
入防止柵を設置したところ，当該農
地における被害を防止することがで
きた。
　併せて，緊急捕獲活動支援事業を
活用し捕獲隊が通年で有害捕獲を行
うとともに，推進事業を活用してイ
ノシシ用箱わな22基を侵入防止柵の
周囲に設置した結果，イノシシの有
害捕獲頭数は８倍以上，シカの有害
捕獲頭数は約２倍となった（侵入防
止柵設置前の令和元年度では年間の
有害捕獲頭数はイノシシで310頭，シ
カで50頭。設置後の令和６年度では
年間の有害捕獲頭数はイノシシで
2,594頭，シカで99頭。なお，狩猟に
よる捕獲頭数は侵入防止柵設置前後
で捕獲頭数に変化なし）。

R4



（協議会名） 現状値 目標値 実績値 達成率 現状値 目標値 実績値 達成率

事業実施主体名 対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

都道府県の評価事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価 第三者の意見被害金額 被害面積

推進体制の整備
有害捕獲

協議会の開催
箱わな(大)　  14基
カラス捕獲器　１基

宇検村鳥獣被害防止総合対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　1地区　1129.9ｍ 宇検村 100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　65頭
イノシシ(幼)    32頭

－ 100%

有害捕獲
センサーカメラ　8個
カラス捕獲器    1基

宇検村鳥獣被害防止総合対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　1地区　477ｍ 宇検村 100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　113頭
イノシシ(幼)     32頭

－ 100%

有害捕獲
止刺し用具　一式
研修

宇検村鳥獣被害防止総合対策協議会 100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　92頭
イノシシ(幼)    24頭

－ 100%

被害防除

電気止刺し器  1基
放任果樹・雑木林の伐採
先進地視察研修
被害状況調査
事務用品

瀬戸内町有害鳥獣対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　1地区　4,000ｍ 瀬戸内町 100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　291頭　
イノシシ(幼)     29頭
カラス          160羽

－ 100%

被害防除
生息環境管理

センサーカメラ　3基
放任果樹・雑木林の伐採
被害状況調査
事務用品

瀬戸内町有害鳥獣対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　1地区　7,700ｍ 瀬戸内町 100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　308頭　
イノシシ(幼)      1頭
カラス          200羽

－ 100%

有害捕獲
被害防除
生息環境管理

鳥獣被害調査
刈払機リース料
放任果樹・雑木林の伐採
先進地研修旅費
事務用品

瀬戸内町有害鳥獣対策協議会 100%

鳥獣被害防止施設 金網柵　1地区　6,640ｍ 瀬戸内町 100%

緊急捕獲
イノシシ　　　　331頭　
イノシシ(幼)      1頭
カラス          426羽

－ 100%

有害捕獲 カラス捕獲器　1基 知名町有害鳥獣捕獲対策協議会 100%

緊急捕獲 イノシシ　　　　4頭 － 100%

R4 有害捕獲 イノシシ捕獲器　3基 知名町有害鳥獣捕獲対策協議会 R4 100%

R5[ 緊急捕獲 カラス　　　　 635羽 － R5 100%

実施体制整備 鳥獣被害対策に係るアドバイザーの派遣　35回

人材育成活動

集落ぐるみの研修会　2集落で各4回
指導者育成研修会　　　　　　 2回
狩猟免許取得者の技術向上支援
わな猟初心者技術研修会　　　  13回
わな猟実地指導　　　　　　　  13回

ジビエ利用拡大
ジビエ利活用研修会（阿久根市）  1回
ジビエ需要拡大事業（フェア等の開催）

広域捕獲活動

広域捕獲活動(複数市町村による一斉捕獲の推
進）　
4地域で実施（南薩・姶良･伊佐，大隅・熊毛）
県の広域活動の実施（薩摩川内市八重山地区，
祁答院地区及び種子島地域）

　事業導入により，鳥獣被害防止に
向けた推進体制を整備するととも
に，捕獲機材の導入や生息環境の整
備を実施することで，本町の鳥獣被
害防止及び農林業の振興に繋がって
いる。
　イノシシ侵入防止柵の設置によ
り，被害金額は昨年度より達成率が
上がったが，侵入防止柵を設置して
いない箇所も多くあるため被害面積
は達成率が下がってしまった。ま
た，カラスについても対策が出来て
いない箇所が多くあるため，達成率
が下がっている。総合的な被害は一
時，被害調査員が減少したことや柵
の破損等による鳥獣の侵入により増
加傾向になっている。

　令和６年度も引き続きイノシシと
カラスの被害割合が大きい。一方，
アマミノクロウサギは，被害そのも
のは上記２種に比べると小さいが，
基準年や目標値に対して被害の増加
割合が急激に大きくなってきてい
る。
　整備事業を活用した侵入防止柵の
整備が進められており，被害を受け
る農地の割合は減少しつつある。こ
れまではイノシシを対象としていた
が，今後はアマミノクロウサギも対
象とした柵の整備が必要となる。
　捕獲については捕獲意欲が下がら
ないよう病害イノシシには報奨金の
上乗せが行われており，捕獲意欲も
何とか維持されている。今後は，被
害発生地付近で捕獲圧がかけられる
よう捕獲従事者に協力を依頼すると
ともに，整備事業が活用できない農
地では町単独予算措置による柵の整
備を推進することが望まれる。
　カラスによる柑橘への被害は，ヒ
ヨドリの被害も含まれる可能性があ
る。そのため，次期計画ではヒヨド
リを対象として入れることも検討さ
れたい。
（一般財団法人　鹿児島県環境技術
協会　稲留　陽尉氏）

　推進事業により被害発生地区の発
生要因・状況等の把握が図られた。
また，捕獲機材の導入による捕獲対
策への取組も推進され，被害発生地
区での捕獲に繋がった。
　整備事業においては，侵入防止柵
の設置により，対象鳥獣の侵入が防
止され農作物への被害軽減が図られ
た。
　緊急捕獲活動支援事業においては
狩猟者の狩猟意欲の向上が図られ，
有害鳥獣の捕獲数は増加傾向にあ
る。

イノシシ　　4,490
カラス　　　1,769
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ　　 10
合計        6,269

イノシシ　　3,143
カラス　　　1,238
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ　　  6
合計        4,387

イノシシ     5,135
カラス       2,686
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ     120
合計         7,941

　イノシシによる被害について，わ
なの設置や推進事業による捕獲器の
導入等により，令和６年度は被害な
しとなった。令和７年度も，わなの
設置を継続しており，引き続き対策
を行っていただきたい。
　カラスによる被害については，緊
急捕獲等により，捕獲数は増加傾向
にあり，令和５年度と比較し，被害
金額・面積の達成率は大幅に改善し
た。緊急捕獲未実施の地域では依然
被害が継続しているため，引き続き
対策を行う必要がある。
　また，キジによる被害について，
令和５年度と比較し，被害面積の達
成率は大幅に改善したが，被害金額
の達成率はマイナスとなった。現
在，農家へほ場に放置されている不
要農作物の除去を呼びかけ対策を
行っているが，今後，推進事業を活
用し生息環境管理に取り組む等，事
業実施主体と対策について検討いた
だきたい。

イノシシ     2.34
カラス       0.06 
合計         2.40

イノシシ    2.19
カラス      0.08 
合計        2.27

イノシシ　 　115%
カラス　　　  33% 
合計　　 　　113%

イノシシ     3.85
カラス       1.26
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ  0.007

合計         5.117

イノシシ     3.71
カラス       1.68
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ   0.08
合計         5.47

イノシシ 　  108%
カラス　　　  22%

ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ△2,333%
合計　　　　  84%

　被害面積については，イノシシ防
護柵等の設置により少なくなってい
るが，被害金額については達成率が
低いようである。今後も猟友会を中
心に捕獲，追払いを行い地域での取
組みを強化して被害金額の減少に努
めたい。
　また，箱わなによる捕獲でイノシ
シの被害面積は減少している。

　整備事業を活用した侵入防止柵の
整備は，必要とされる場所の整備を
終えており，小規模な農地には村単
独の助成が行われている。今後は，
被害発生地を整理して個別の柵整備
や加害個体の捕獲が必要である。
　イノシシの捕獲では，幼獣の割合
が２割程となっている。捕獲効率を
高めるためにも箱わなの蹴り糸を高
くしたり，くくりわなの作動重量を
重くすることで成獣の捕獲率を高め
ることが重要である。
　現在，アマミノクロウサギによる
被害報告はないが，周辺の市町村で
は被害が増加しており，宇検村でも
既に被害が発生している可能性があ
る。そのため，ウサギによる被害が
どういったものかを把握して，村内
で同様な被害が発生していないか調
べることが望ましい。被害が確認さ
れた場合は，次期計画でアマミノク
ロウサギを対象獣として入れるとと
もに，ウサギ対応型の侵入防止柵の
導入に向けての準備が必要である。
　カラスは小型の捕獲器が導入され
ているが，捕獲実績が得られていな
い。捕獲実績のある自治体の捕獲檻
や設置場所を視察して，村内での導
入の参考とすることが望ましい。
（一般財団法人　鹿児島県環境技術
協会　稲留　陽尉氏）

　イノシシ及びカラスによる被害に
ついて，令和６年度にくくりわなの
設置や緊急捕獲に取り組み，令和５
年度と比較し，被害金額・面積の達
成率はともに改善し，被害面積の合
算達成率は113.5％と，達成状況判定
基準の70％を大きく上回った。しか
し，カラスの被害金額の達成率はマ
イナスとなっており，引き続き対策
を行う必要がある。

イノシシ        4%
カラス　 　　△46% 
合計　          1%

イノシシ　　 △47%
カラス　　　△172%
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ△3,700%
合計         △88%

　イノシシによる被害について，箱
わなの設置や緊急捕獲に取り組み，
令和５年度と比較して被害金額の達
成率は改善している。また，カラス
による被害について，緊急捕獲に取
り組み，令和５年度と比較し，被害
面積の達成率は改善している。
　しかし，達成率はともに達成状況
判定基準の70％を下回っていること
から，引き続き対策を行う必要があ
る。
　また，アマミノクロウサギによる
被害について，被害金額・面積の達
成率はともに達成状況判定基準の
70％を大きく下回っている。令和７
年度は整備事業を活用し，アマミノ
クロウサギ侵入防止柵の設置を検討
していることから，設置前後のほ場
点検や管理，柵の設置等，管理組合
と連携の上，実施いただきたい。

再評価

瀬戸内町有害鳥
獣対策協議会
（瀬戸内町）

瀬戸内
町全域

R3

イノシシ
カラス
アマミノ
クロウサ
ギ

R5 R5

再評価

宇検村鳥獣被害
防止総合対策協
議会（宇検村）

宇検村
全域

R3

イノシシ
カラス

R3

R4 R4

R5 R5

R4 R4

鹿児島県
鹿児島
県

－

　地域住民が主体となって，寄せ付
けない取組みや侵入を防止する取組
みを効果的に進めるため，実施地域
を２地区選定し，鳥獣被害防止対策
の専門家による鳥獣の潜み場やえさ
場の解消作業，侵入防止柵の設置や
適正な管理方法等を学ぶ集落ぐるみ
の研修会を各４回実施したことで，
鳥獣被害対策の適正な知識の習得，
意欲向上に繋がった。
　また，各種研修会での獣種別の被
害対策の周知や地域における効果的
な鳥獣被害防止対策を推進するた
め，集落等地域が行う研修会や検討
会へ県登録のアドバイザーを講師と
して派遣し，助言・指導を行うこと
で，住民が主体となった鳥獣被害対
策に取り組む意識の向上が図られ
た。

－ － － －

イノシシ　 　333%
カラス　 　　181%
キジ 　　　△215%
合計　　　　 197%

再評価

知名町有害鳥獣
捕獲対策協議会
（知名町）

知名町
全域

R3

イノシシ
カラス
キジ

R3

　令和３年度にカラス捕獲器１台，
４年度にイノシシ捕獲器３台を推進
事業で導入し，令和６年度において
も継続して被害発生個所で管理して
いる。
　緊急捕獲活動支援事業ではイノシ
シ，カラスを対象に実施し，被害金
額及び被害面積共に軽減して被害防
止計画の目標を達成した。

－ －県R6 R6 － － － －

　鳥獣被害対策アドバイザー派遣な
どによる集落ぐるみの被害防止研修
会の開催や，侵入防止柵の整備，捕
獲対策の強化（ジビエの利活用を含
む）など，ソフト・ハード両面にわ
たる総合的な対策を行った。
　令和６年度，ヒヨドリ被害の増加
等により県全体の農作物被害額は前
年度より増加した。
　今後とも市町村，猟友会と連携し
ながら研修会の開催や県主導の広域
捕獲活動の実施，先端技術（ICT）を
活用したわなの導入促進による有害
捕獲の強化を図りながら「寄せ付け
ない」「侵入を防止する」「個体数
を減らす」といった３つの取組みを
総合的かつ一体的に進めていく必要
がある。

－

イノシシ 　　0.10
カラス　 　　0.07
キジ 　　　　0.03
合計　　 　　0.20

イノシシ　 　0.07
カラス 　　　0.05
キジ　　 　　0.02
合計　 　　　0.14

イノシシ    　　0
カラス　 　　0.02
キジ　　　 　0.02
合計　　 　　0.04

イノシシ　 　333%
カラス　 　　250%
キジ   　　　100%
合計　　　　 267%

　推進事業と緊急捕獲活動支援事業
の対象であるイノシシ，カラスにつ
いては被害金額，被害面積どちらも
減少しており，イノシシについては
個体数の減少も見込まれ達成率が大
きく上がっている。
　キジについては被害は継続してお
り，ほ場内での銃器使用が難しいた
め，被害発生ほ場については不要果
実除去，繁茂地の草刈等の指導が引
き続き必要である。

　イノシシによる被害は治まってお
り，令和６年以降捕獲されていな
い。そのため，島内の個体群は極小
化していると考えられる。一方，わ
なの設置を続けており，継続した捕
獲圧は重要である。今後も捕獲が無
ければ，センサーカメラでのモニタ
リングに切り替えることで捕獲従事
者の負担軽減にも繋がる。
　カラスは銃器による捕獲が行われ
ており，捕獲数も多い。それらの技
術を持った捕獲従事者は大変貴重で
ある。そのため，推進事業を活用し
た技術の継承や新たな従事者の確保
が望まれる。
　キジの被害目標が未達成となって
いるが，金額としては小さい。バレ
イショへの被害割合が多いとのこと
から，周辺での捕獲，防鳥網の設置
等，費用対効果を考慮しつつ対策を
施すことが望ましい。
（一般財団法人　鹿児島県環境技術
協会　稲留　陽尉氏）

イノシシ      143
カラス         102
キジ           45
合計          290

イノシシ      100
カラス         71
キジ           32
合計          203

イノシシ        0
カラス         46
キジ           73
合計          119

イノシシ     3.35
カラス       0.09 
合計         3.44

イノシシ     5.51
カラス       1.80
ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ   0.01
合計         7.32

イノシシ    2,224
カラス        186 
合計        2,410

イノシシ    1,556
カラス        130 
合計        1,686

イノシシ    2,914
カラス        212 
合計        3,126

　山際に隣接しているほ場周辺でイ
ノシシの被害が多発していたことか
ら，緊急捕獲活動支援事業を活用し
た。令和６年度については，９回の
実施隊の活動により追払いや捕獲活
動を中心に行い被害防止に努めた。
被害ほ場周辺にて猟友会が有害捕獲
を行うとともに山際及び河川からの
侵入防止のための柵を設置。これら
の取組みにより，イノシシの有害捕
獲頭数は令和５年から令和６年を比
較すると142％増加となった。
　侵入防止柵整備後の有害捕獲頭数
は減少傾向である。

R3



（協議会名） 現状値 目標値 実績値 達成率 現状値 目標値 実績値 達成率

事業実施主体名 対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

都道府県の評価事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価 第三者の意見被害金額 被害面積

　

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し，これに合わせて他の欄も記載する。
 　２：都道府県が事業実施主体となる鳥獣被害防止都道府県活動支援事業を実施した場合，その事業内容等も記載すること。
　 ３：事業効果は記載例を参考とし，獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上，その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合，捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。

 　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には，その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　

 　 ６：被害防止計画に定められた全ての対象鳥獣について，鳥獣ごとに実績値や達成率等を記載すること。また，合算達成率も記載すること。
 　 ７：次のいずれかに該当する場合には，達成率が低調であると判定すること。

　　（１）被害面積，被害金額等について，合算達成率が共に70％未満である場合
　　（２）次に該当する鳥獣種の被害面積，被害金額等について，対象鳥獣ごとの達成率が共に70％未満である場合
　　　ア　被害金額全体（全ての対象鳥獣における被害金額（実績値）の合計をいう。以下イにおいても同じ。）の２割以上を占めるシカ又はイノシシ
　　　イ　被害金額全体の５割以上を占めるシカ及びイノシシ以外の対象鳥獣
　 ８：目標が未達成となった場合は，「都道府県の評価」の欄に，総合支援チェックシート及び緊急捕獲チェックシートの遵守状況に係る確認結果を記載すること。
　　　なお，遵守状況の確認に当たっては，証拠書類の保存・提出は必須ではない。ただし，聞き取りの結果，書類を保存していると回答があった場合には，当該書類を確認する場合がある。

５　都道府県による総合的評価

　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合，侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況，侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について，地区名，侵入防止柵の種類・設置距離，事業費，国費，被害金額，被害面積，被害量，被害が生じた場合の要因と対応策，設置に
　　係る指導内容，維持管理方法，維持管理状況，都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し，添付すること。

　野生鳥獣による農作物の令和６年度の被害額は，前年度よりヒヨドリの被害が大幅に増加したことにより，約２４２百万円増の約５４０百万円（対前年度比181％）となった。
　これまで県が進めてきた①研修会等を通じた集落ぐるみの取組みやその指導者の育成，②県鳥獣被害対策アドバイザーの派遣のほか，③農家等の自衛的なわな猟の取組みの推進，④侵入防止柵の整備やICT等を活用した捕獲機材の整備，捕獲活動経費などの支援,⑤県が主導して実施する広域捕獲活動等（R5年度：生息状況調査，R6年度：広域捕獲）の取組みをより強化し，今後も市町村等と連携
し「寄せ付けない」，「侵入を防止する」，「個体数を減らす」の３つの取組みを総合的かつ一体的に推進し，野生鳥獣による農作物被害の軽減に取り組む必要がある。


